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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 6月 1日 (2007.6.1)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 エ ン ジ ン に 連 結 さ れ た 第 １ 回 転 要 素 と 第 １ 電 動 機 に 連 結 さ れ た 第 ２ 回 転 要 素 と 伝 達 部 材
に 連 結 さ れ た 第 ３ 回 転 要 素 と を 有 す る 差 動 機 構 と 該 伝 達 部 材 と 駆 動 輪 と の 間 の 動 力 伝 達 経
路 に 設 け ら れ た 第 ２ 電 動 機 と を 有 し 電 気 的 な 無 段 変 速 機 と し て 機 能 す る 無 段 変 速 部 と 、 前
記 動 力 伝 達 経 路 の 一 部 を 構 成 し 有 段 式 自 動 変 速 機 と し て 機 能 す る 有 段 変 速 部 と を 備 え た 車
両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 差 動 機 構 に 備 え ら れ 、 前 記 無 段 変 速 部 を 電 気 的 な 無 段 変 速 作 動 可 能 な 差 動 状 態 と そ
の 電 気 的 な 無 段 変 速 作 動 不 能 と す る 非 差 動 状 態 と に 該 差 動 機 構 を 選 択 的 に 切 り 換 え る た め
の 差 動 状 態 切 換 装 置 と 、
　 前 記 無 段 変 速 部 ま た は 前 記 有 段 変 速 部 に よ る 有 段 変 速 制 御 に 際 し て 、 前 記 電 動 機 を 用 い
て 前 記 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３ 回 転 要 素 の 回 転 速 度 を 変 速 完 了 後 の 回 転 速 度 に 同 期 制 御 す る
回 転 速 度 同 期 制 御 手 段 と
　 を 、 含 む こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。



【 請 求 項 ２ 】
　 エ ン ジ ン に 連 結 さ れ た 第 １ 回 転 要 素 と 第 １ 電 動 機 に 連 結 さ れ た 第 ２ 回 転 要 素 と 伝 達 部 材
に 連 結 さ れ た 第 ３ 回 転 要 素 と を 有 す る 差 動 機 構 と 該 伝 達 部 材 と 駆 動 輪 と の 間 の 動 力 伝 達 経
路 に 設 け ら れ た 第 ２ 電 動 機 と を 有 し 電 気 的 な 無 段 変 速 機 と し て 機 能 す る 無 段 変 速 部 と 、 前
記 動 力 伝 達 経 路 の 一 部 を 構 成 し 有 段 式 自 動 変 速 機 と し て 機 能 す る 有 段 変 速 部 と を 備 え た 車
両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 差 動 機 構 に 備 え ら れ 、 前 記 無 段 変 速 部 を 電 気 的 な 無 段 変 速 作 動 可 能 な 差 動 状 態 と そ
の 電 気 的 な 無 段 変 速 作 動 不 能 と す る 非 差 動 状 態 と に 該 差 動 機 構 を 選 択 的 に 切 り 換 え る た め
の 差 動 状 態 切 換 装 置 と 、
　 前 記 無 段 変 速 部 ま た は 前 記 有 段 変 速 部 に よ る 有 段 変 速 制 御 に 際 し て 、 前 記 電 動 機 を 用 い
て 前 記 エ ン ジ ン の 回 転 速 度 を 変 速 完 了 後 の 回 転 速 度 に 同 期 制 御 す る 回 転 速 度 同 期 制 御 手 段
と
　 を 、 含 む こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 差 動 状 態 切 換 装 置 は 、 前 記 非 差 動 状 態 と す る た め に 該 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３ 回 転 要
素 を 共 に 一 体 回 転 さ せ る 第 １ 非 差 動 状 態 と す る か 或 い は 該 第 ２ 回 転 要 素 を 非 回 転 状 態 と す
る 第 ２ 非 差 動 状 態 と す る も の で あ り 、
　 前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 手 段 は 、 前 記 有 段 変 速 制 御 の 際 に 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と 第 ２ 非 差
動 状 態 と の 切 換 え を 実 行 す る も の か 否 か に 基 づ い て 前 記 回 転 速 度 の 同 期 制 御 の 方 法 を 変 更
す る も の で あ る 請 求 項 １ ま た は ２ の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 手 段 は 、 前 記 有 段 変 速 制 御 の 際 に 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と 第 ２ 非 差
動 状 態 と の 切 換 え を 実 行 す る 場 合 に は 前 記 差 動 機 構 を 一 時 的 に 差 動 状 態 へ 切 り 換 え て 無 段
変 速 部 の 電 気 的 な 無 段 変 速 に よ り 前 記 回 転 速 度 の 同 期 制 御 を 実 行 す る も の で あ る 請 求 項 ３
の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 手 段 は 、 前 記 有 段 変 速 制 御 の 際 に 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と 第 ２ 非 差
動 状 態 と の 切 換 え を 実 行 し な い 場 合 に は 前 記 差 動 機 構 を 非 差 動 状 態 と し た ま ま 前 記 回 転 速
度 の 同 期 制 御 を 実 行 す る も の で あ る 請 求 項 ３ ま た は ４ の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 手 段 は 、 前 記 有 段 変 速 制 御 の 際 に 前 記 電 動 機 が 使 用 不 可 の 場 合 に
は 有 段 変 速 部 の 変 速 制 御 を 実 行 す る か 或 い は 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と 第 ２ 非 差 動 状 態 と の 切
換 え を 実 行 す る も の で あ る 請 求 項 ３ 乃 至 ５ の い ず れ か の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 差 動 状 態 切 換 装 置 は 、 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と す る た め に 前 記 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３
回 転 要 素 の う ち の 少 な く と も ２ つ を 相 互 に 連 結 す る ク ラ ッ チ お よ び ／ ま た は 前 記 第 ２ 非 差
動 状 態 と す る た め に 前 記 第 ２ 回 転 要 素 を 非 回 転 部 材 に 連 結 す る ブ レ ー キ を 備 え た も の で あ
る 請 求 項 ３ 乃 至 ６ の い ず れ か の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
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前 記 差 動 機 構 は 、 前 記 ク ラ ッ チ お よ び ブ レ ー キ の 解 放 に よ り 前 記 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３
回 転 要 素 を 相 互 に 相 対 回 転 可 能 な 差 動 状 態 と さ れ て 電 気 的 な 無 段 変 速 機 と さ れ 、 前 記 ク ラ
ッ チ の 係 合 及 び 前 記 ブ レ ー キ の 解 放 に よ り 第 １ 非 差 動 状 態 と さ れ て 無 段 変 速 部 が 変 速 比 １
と し て 作 動 し 、 前 記 ク ラ ッ チ の 解 放 お よ び 前 記 ブ レ ー キ の 係 合 に よ り 第 ２ 非 差 動 状 態 と さ
れ て 無 段 変 速 部 が 変 速 比 が １ よ り 小 さ い 増 速 変 速 機 と し て 作 動 す る も の で あ る 請 求 項 ７ の
車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

前 記 差 動 機 構 は 、 キ ャ リ ヤ 、 サ ン ギ ヤ 、 リ ン グ ギ ヤ を 含 む 遊 星 歯 車 装 置 を 含 み 、 前 記 差
動 機 構 の 第 １ 要 素 、 第 ２ 要 素 、 第 ３ 要 素 は そ れ ぞ れ キ ャ リ ヤ 、 サ ン ギ ヤ 、 リ ン グ ギ ヤ を 含
む 請 求 項 １ 乃 至 ８ の い ず れ か の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。



　

【 請 求 項 １ １ 】
　

　

　

　
【 請 求 項 １ ２ 】
　

　

　

　
【 請 求 項 １ ３ 】
　

　

【 請 求 項 １ ４ 】
　

【 請 求 項 １ ５ 】
　

【 請 求 項 １ ６ 】
　

【 請 求 項 １ ７ 】
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前 記 遊 星 歯 車 装 置 は 、 ピ ニ オ ン を 含 む シ ン グ ル ピ ニ オ ン 型 遊 星 歯 車 装 置 で あ る 請 求 項 ９
の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

エ ン ジ ン に 連 結 さ れ た 第 １ 回 転 要 素 と 第 １ 電 動 機 に 連 結 さ れ た 第 ２ 回 転 要 素 と 伝 達 部 材
に 連 結 さ れ た 第 ３ 回 転 要 素 と を 有 す る 差 動 機 構 と 、 該 伝 達 部 材 と 駆 動 輪 と の 間 の 動 力 伝 達
経 路 に 設 け ら れ た 第 ２ 電 動 機 と を 有 す る 差 動 部 と 、 前 記 動 力 伝 達 経 路 の 一 部 を 構 成 し 有 段
式 変 速 機 と し て 機 能 す る 有 段 変 速 部 を 含 む 変 速 機 構 と を 備 え た 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置
で あ っ て 、

前 記 差 動 機 構 に 備 え ら れ 、 該 差 動 機 構 を 差 動 作 用 が 働 く 差 動 状 態 と 該 差 動 作 用 を し な い
非 差 動 状 態 と に 選 択 的 に 切 り 換 え る 差 動 状 態 切 換 装 置 と 、

前 記 差 動 部 ま た は 前 記 有 段 変 速 部 に よ る 有 段 変 速 制 御 に 際 し て 、 前 記 第 １ 電 動 機 と 前 記
第 ２ 電 動 機 の 少 な く と も 一 方 を 用 い て 前 記 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３ 回 転 要
素 の 回 転 速 度 を 変 速 完 了 後 の 回 転 速 度 に 同 期 制 御 す る 回 転 速 度 同 期 制 御 装 置 と

を 、 含 む こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

エ ン ジ ン に 連 結 さ れ た 第 １ 回 転 要 素 と 第 １ 電 動 機 に 連 結 さ れ た 第 ２ 回 転 要 素 と 伝 達 部 材
に 連 結 さ れ た 第 ３ 回 転 要 素 と を 有 す る 差 動 機 構 と 、 該 伝 達 部 材 と 駆 動 輪 と の 間 の 動 力 伝 達
経 路 に 設 け ら れ た 第 ２ 電 動 機 と を 有 す る 差 動 部 と 、 前 記 動 力 伝 達 経 路 の 一 部 を 構 成 し 有 段
式 変 速 機 と し て 機 能 す る 有 段 変 速 部 を 含 む 変 速 機 構 と を 備 え た 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置
で あ っ て 、

前 記 差 動 機 構 に 備 え ら れ 、 該 差 動 機 構 を 差 動 作 用 が 働 く 差 動 状 態 と 該 差 動 作 用 を し な い
非 差 動 状 態 と に 選 択 的 に 切 り 換 え る 差 動 状 態 切 換 装 置 と 、

前 記 差 動 部 ま た は 前 記 有 段 変 速 部 に よ る 有 段 変 速 制 御 に 際 し て 、 前 記 第 １ 電 動 機 と 前 記
第 ２ 電 動 機 の 少 な く と も 一 方 を 用 い て 前 記 エ ン ジ ン の 回 転 速 度 を 変 速 完 了 後 の 回 転 速 度 に
同 期 制 御 す る 回 転 速 度 同 期 制 御 装 置 と

を 、 含 む こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

前 記 差 動 状 態 切 換 装 置 は 、 前 記 非 差 動 状 態 と す る た め に 前 記 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３ 回 転
要 素 を 共 に 一 体 回 転 さ せ る 第 １ 非 差 動 状 態 と す る か 或 い は 前 記 第 ２ 回 転 要 素 を 非 回 転 と す
る も の で あ り 、

前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 装 置 は 、 前 記 有 段 変 速 制 御 の 際 に 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と 第 ２ 非 差
動 状 態 と の 切 換 を 実 行 す る か 否 か に 基 づ い て 前 記 回 転 速 度 の 同 期 制 御 の 方 法 を 変 更 す る も
の で あ る 請 求 項 １ １ ま た は １ ２ の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 装 置 は 、 前 記 有 段 変 速 制 御 の 際 に 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と 第 ２ 非 差
動 状 態 と の 切 換 え を 実 行 す る 場 合 に は 、 前 記 差 動 機 構 を 一 時 的 に 差 動 状 態 に 切 り 換 え て 前
記 第 １ 電 動 機 と 前 記 第 ２ 電 動 機 の 少 な く と も 一 方 を 用 い て 前 記 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３ 回 転
要 素 の 回 転 速 度 を 変 速 完 了 後 の 回 転 速 度 に 同 期 制 御 を 行 う も の で あ る 請 求 項 １ ３ の 車 両 用
駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 装 置 は 、 前 記 有 段 変 速 制 御 の 際 に 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と 第 ２ 非 差
動 状 態 と の 切 換 え を 実 行 し な い 場 合 に は 、 前 記 差 動 機 構 を 非 差 動 状 態 と し た ま ま 前 記 回 転
速 度 の 同 期 制 御 を 実 行 す る も の で あ る 請 求 項 １ ３ ま た は １ ４ の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置
。

前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 装 置 は 、 前 記 有 段 変 速 制 御 の 際 に 前 記 第 １ 電 動 機 と 前 記 第 ２ 電 動
機 の 少 な く と も 一 方 が 使 用 不 可 の 場 合 に は 、 前 記 有 段 変 速 部 の 変 速 制 御 を 実 行 す る か 或 い
は 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と 第 ２ 非 差 動 状 態 と の 間 の 切 換 え を 実 行 す る も の で あ る 請 求 項 １ ３
乃 至 １ ５ の い ず れ か の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。



　

【 請 求 項 １ ８ 】
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【 請 求 項 ２ １ 】
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前 記 回 転 速 度 同 期 制 御 装 置 は 、 第 １ 連 結 状 態 と す る た め に 前 記 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３ 回
転 要 素 の う ち の 少 な く と も ２ つ を 相 互 に 連 結 す る ク ラ ッ チ お よ び ／ ま た は 第 ２ 連 結 状 態 と
す る た め に 前 記 第 ２ 回 転 要 素 を 非 回 転 部 材 に 連 結 す る ブ レ ー キ を 備 え た も の で あ る 請 求 項
１ ３ 乃 至 １ ６ の い ず れ か の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

前 記 差 動 機 構 は 増 速 機 構 で あ る 請 求 項 １ 、 ２ 、 １ １ 、 １ ２ の い ず れ か の 車 両 用 駆 動 装 置
の 制 御 装 置 。

前 記 差 動 状 態 切 換 装 置 は 、 前 記 第 １ 非 差 動 状 態 と す る た め に 前 記 第 １ 回 転 要 素 乃 至 第 ３
回 転 要 素 の う ち の 少 な く と も ２ つ を 相 互 に 連 結 す る ク ラ ッ チ お よ び ／ ま た は 前 記 第 ２ 非 差
動 状 態 と す る た め に 前 記 第 ２ 回 転 要 素 を 非 回 転 部 材 に 連 結 す る ブ レ ー キ を 備 え た も の で あ
り 、 前 記 第 １ 連 結 状 態 と 第 ２ 連 結 状 態 と の 間 の 切 換 え を 実 行 す る 場 合 に は 、 前 記 ク ラ ッ チ
お よ び ／ ま た は ブ レ ー キ の 係 合 ・ 解 放 を ク イ ッ ク 制 御 す る も の で あ る 請 求 項 ３ ま た は １ ３
の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

前 記 差 動 部 は 、 無 段 変 速 機 と し て 機 能 す る も の で あ る 請 求 項 １ １ 乃 至 １ ９ の い ず れ か の
車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。

前 記 差 動 状 態 切 換 装 置 は 、 車 両 の 走 行 状 態 に 基 づ い て 前 記 差 動 機 構 を 差 動 作 用 が 働 く 差
動 状 態 と 該 差 動 作 用 を し な い 非 差 動 状 態 と に 選 択 的 に 切 り 換 え る も の で あ る 請 求 項 １ １ 乃
至 １ ９ の い ず れ か の 車 両 用 駆 動 装 置 の 制 御 装 置 。
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